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大学共同利用機関法人自然科学研究機構共同研究取扱規程 

 

平成１６年４月１日 

自機規程第 ２０ 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，大学共同利用機関法人自然科学研究機構（以下「機構」とい

う。）における民間等外部の機関（以下「民間機関等」という。）との共同研究の取扱

いについて必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において「共同研究」とは，機構及び民間機関等において共通の課題

について共同して行う研究をいう。ただし，機構が設置する大学共同利用機関（以下

「機関」という。）の公募に応じ実施する場合の共同研究は除く。 

２ この規程において「研究代表者」とは，研究担当者のうち研究組織を代表し，研究

計画のとりまとめを行うとともに，研究の推進に責任を持つ機構の研究教育職員及び

年俸制職員（特任専門員を除く。）をいう。 

３ この規程において「民間等共同研究員」とは，共同研究のために機構に派遣される

民間機関等の研究者をいう。 

（共同研究の受入基準） 

第３条 機構は，共同研究を実施することが，機構にとって研究教育上有意義であり，

機構の研究教育に支障を生ずるおそれがないと認められ，かつ，優れた研究成果が期

待できる場合に，共同研究を受け入れるものとする。 

（共同研究の申込み） 

第４条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は，共同研究申込書（別記様

式第１号）を，機関の長（岡崎共通研究施設（大学共同利用機関法人自然科学研究機

構組織運営通則（平成１６年自機通則第１号）第５１条第１項に規定するものをいう。

以下同じ。）にあっては，当該共通研究施設に対して密接な連係及び協力を行う機関

の長を含む。）に提出するものとする。 

（受入れの決定） 

第５条 共同研究の受入れの決定は，機構長が機関の長に委任するものとする。 

（受入れ決定の通知等） 

第６条 前条の規定により，共同研究の受入れを決定したときは，受入決定通知書（別

記様式第２号）を民間機関等の長に通知するものとする。 

（共同研究契約の締結） 

第７条 共同研究契約の締結は，機構長が機関の長に委任するものとする。 
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２ 機関の長は，第５条の決定を行ったときは，速やかに民間機関等の長と共同研究契

約を締結するものとする。 

（研究料） 

第８条 民間等共同研究員の研究料は，１人当たり年額４２０，０００円，６月以内の

場合は２１０，０００円とし，月割計算はしない。 

２ 同一事業年度内において，研究期間を延長することとなる場合には，同一の民間等

共同研究員に係る研究料は，改めて徴収しない。ただし，研究期間の通算が６月を越

える場合においては，年額との差額を負担するものとする。 

３ 民間等共同研究員が同一研究期間内において交替する場合は，交替した後任の共同

研究員の研究期間に応じ，第１項により別途研究料を課すものとする。ただし，民間

等共同研究員の変更が民間機関等における人事異動，傷病等により研究遂行ができな

くなったことによる場合は，この限りではない。 

（経費の負担） 

第９条 機構は，施設・設備を共同研究の用に供するとともに，当該施設・設備の維

持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。 

２ 民間機関等は，前項の規定により機構が負担する経費のほか，人件費，旅費，謝金，

設備費，消耗品費，光熱水料等の当該研究の遂行に直接必要な経費（以下「直接経

費」という。）を負担するものとする。ただし，特別の事情があると機関の長が認め

る場合は，この限りでない。 

３ 機構は，共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため，前項の規定にかかわ

らず，必要に応じ，予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができる。 

（設備等の取扱い） 

第１０条 共同研究に要する経費により，研究の必要上，機構において，新たに取得し

た設備等は，機構に帰属するものとする。 

２ 前条第２項の規定により，研究の必要上，民間機関等において新たに取得した設備

等は，民間機関等に帰属するものとする。 

３ 機構で行う共同研究の遂行上必要な場合には，民間機関等から，その所有に係る設

備等を受け入れることができる。 

４ 民間機関等からの研究成果有体物の受入れ，及び民間機関等への研究成果有体物の

提供については，機構が定める知的財産ポリシー及び大学共同利用機関法人自然科学

研究機構成果有体物取扱規程（平成１６年自機規程第２３号）によるものとする。 

（研究料等の納入） 

第１１条 民間機関等は，研究料及び直接経費を，機構長が別に発行する請求書により

納入するものとする。 

（研究費の経理） 
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第１２条 共同研究に要する経費は，すべて機構の会計を通して経理しなければならな

い。 

（研究場所） 

第１３条 機構の研究教育職員及び年俸制職員（特任専門員を除く。）は，共同研究の

遂行上必要がある場合には，民間機関等の施設において，研究を行うことができる。 

２ 前項の場合においては，研究用務のための出張として手続きをとるものとする。 

（共同研究の中止等） 

第１４条 機関の長は，天災その他やむを得ない理由があると認めるときは，民間機関

等の長と協議の上，共同研究を中止し，又はその期間の延長を決定することができる。 

２ 前項の規定により，当該共同研究を中止し，又はその期間の延長を決定した場合に

は，その旨を機構長及び民間機関等の長に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により，当該共同研究を中止した場合において，納付された共同研究

に要する経費（研究料を除く。）の額に不用が生じたときは，不用となった経費の額

の範囲内で，その全部又は一部を返還することがある。 

（共同研究完了の報告） 

第１５条 研究代表者は，共同研究が完了したときは，完了報告書（別記様式第３号）

を所属する機関の長に提出しなければならない。 

２ 機関の長は，前項の報告を受けたときは，機構長に報告するものとする。 

（民間機関等への通知） 

第１６条 機関の長は，前条第１項の報告を受けたときは，速やかに当該研究の成果を

民間機関等に通知するものとする。ただし，機関の長が必要であると認めるときは，

研究代表者にこれを行わせることができる。 

（ノウハウの指定） 

第１７条 前条の規定により民間機関等に通知する研究の成果の内容において，秘匿す

ることが可能な技術情報であって，かつ，財産的価値のあるものについては，民間機

関等と協議の上，ノウハウに指定するものとする。 

（優先的実施） 

第１８条 共同研究の結果生じた知的財産のうち，機構に帰属する知的財産権について，

民間機関等又は民間機関等の指定する者から優先的に実施したい旨の申し出があった

場合には，機構は，民間機関等と協議の上，当該知的財産権を優先的に実施させる期

間を定め，これを実施させることができる。 

（第三者に対する実施の許諾） 

第１９条 機構は，民間機関等又は民間機関等の指定する者が，機構に帰属する知的財

産権を共同研究完了の日から起算して一定期間実施しない場合，又は前条に規定する

優先的実施期間開始後一定期間実施しない場合は，民間機関等及び民間機関等の指定
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する者以外の者に対し，当該知的財産権の実施を許諾することができる。 

（実施料） 

第２０条 前２条の規定により，当該知的財産権等の実施を許諾したときは，別に実施

契約で定める実施料を徴収する。 

２ 機構及び民間機関等の共有に係る当該知的財産権等につき，専用実施権等の設定を

行ったときは，別に定める実施料を徴収する。なお，民間機関等の指定する者又は第

三者に実施させた場合の実施料は，当該特許権等に係る機構及び民間機関等の持分に

応じて，それぞれに帰属するものとする。 

（知的財産権の帰属） 

第２１条 共同研究の結果，機構の研究担当者が単独で生み出した知的財産権の帰属は，

機構が定める知的財産ポリシーの取扱い指針によるものとする。 

２ 共同研究により機構と民間機関等の研究担当者が共同して創出した知的財産権につ

いては，それぞれの貢献度に応じた持分比率を定めた共同発明等の契約を締結の上，

決定するものとする。 

（研究成果の公表） 

第２２条 共同研究による研究成果は，原則として公表するものとする。ただし，機関

の長は，その時期及び方法について定める必要がある場合には，当該民間機関等と協

議するものとする。 

（秘密の保持） 

第２３条 共同研究の実施にあたり，民間機関等より技術上及び営業上の情報を受け又

は知り得た者は，その一切の情報に係る秘密の保持に十分な配慮をしなければならな

い。 

（補則） 

第２４条 この規程に定めるもののほか，共同研究の取扱いに関し必要な事項は，別に

定める。 

 

附 則 

この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２３年７月２１日から施行する。 
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別記様式第１号 

平成  年  月  日 

 

平成  年度 共同研究申込書 

 

大学共同利用機関法人 

自然科学研究機構  

○○○○研究所長 宛 

 

（申請者） 

住所 

法人名 

代表者 職名・氏名            印 

１．共同研究の概要 

研 究 題 目  

研 究 の 概 要 

 

研究の特色・意義 

 

この研究に関連す 

る国内及び国外に 

 おける研究状況 

 

 

 

 

 

 

研 究 期 間 契約日 ～ 平成  年  月  日 
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共

同

研

究

に

従

事

す

る

者 

民

間

機

関

等 

氏 名 所 属 職 
現在の専

門 
役割分担 研究実施場所

      

研

究

所

等 

氏 名 研究系・部門 職 役割分担 研究実施場所

     

 

民間機関等の主な 

事業内容 
 

その他参考となる 

事項 

 

 

２．共同研究に要する経費等 

 （１） 共同研究に要する経費 

                               （単位：千円） 

直 接 研 究 費 研 究 料 合     計 
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 （２） 上記直接経費の積算内訳 

 

区  分 員  数 単  価 金  額 備 考 

 

 

諸  謝  金 

 

旅     費 

研究調査旅費 

 

研  究  費 

備 品 費 

消 耗 品 費 

 

光 熱 水 料 

 

賃 金 

 

そ の 他 

 

円 千円 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

合    計  

 

 （３） 民間機関等が提供する設備 

 

名    称 型 式・仕 様 数    量 

   

 

（４）民間機関等の施設における研究経費 

 

施設の名称 研  究  経  費 

 

                  円 

内 

訳 

旅 費         円 
設備備品費         円 
消 耗 品         円 
賃 金         円 
光 熱 水 費         円 
そ の 他         円 
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 （５）民間機関等の施設における研究に供する設備 

  

施設の名称 
設     備 

名   称 規    格 数 量 

 
   

 

 

 （６）２会計年度以上継続する共同研究の場合，民間機関等が負担する直接経費 

    の全体計画 

                               （単位：千円） 

平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 合  計 

     

 

（注） 

 １ 「研究の概要」欄には，共同研究の内容及び方法等について具体的に記入すること。 

また，２会計年度以上にわたる場合には，全体計画の概要も記入すること。 

 ２ 「研究期間」欄には，当該年度の研究期間を記入すること。 

 ３ 「共同研究に従事する者」欄には，以下のとおり記入すること。 

  （１）「民間機関等」の研究者のうち，研究所等に派遣する者（共同研究員）には，その氏

名に○印を付すこと。 

  （２）研究料とは，上記共同研究員を１人当たり年額４２０，０００円，６月以内の場合は

２１０，０００円とし，月割計算はしない。 

  （３）「研究所等」の研究者で，機構に置かれる研究所等以外の場所で共同研究を行う場合

は，その「研究実施場所」欄に施設の名称，設備名，所在場所及び使用頻度等について

記入すること。 
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別記様式第２号 

 

平成  年  月  日 

 

（民間機関の長）   様 

 

大学共同利用機関法人自然科学研究機構 

○○○○研究所長 △△ △△ 

 

平成  年度 共同研究の受入れについて（通知） 

 

このことについて，下記のとおり共同研究の受け入れを決定したので通知します。 

記 

申  請  者  

研 究 題 目  

研究目的及び内容 
 

研 究 期 間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

（
○
印
は
民
間
等
共
同
研
究
員
） 

共
同
研
究
に
従
事
す
る
も
の 

区分 氏 名 所  属 職 役割分担 研究実施場所 

機 
 
 

構 

     

民 

間 

機 

関 

等 
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当該年度における共

同研究に要する経費 

(単位：千円) 

 

区   分 機   構 民間機関等 合    計 

直 接 経 費 

 

諸 謝 金 

 

旅 費 

 

   

合  計    

共同研究に使用す

る施設・設備 

区分 施設の名称 
設         備 

名  称 型式・仕様 数  量 

機 
 
 

構

    

民
間
機
関
等 

    

２会計年度以上継

続する共同研究の

場合，その共同研

究に要する経費の

全体計画 

(単位:千円) 

 

区分 平成  年度 平成  年度 平成  年度 平成  年度

機 
 
 

構

    

民
間
機
関
等 

    

合計 
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別記様式第３号 

 

平成  年  月  日 

 

共 同 研 究 完 了 報 告 書 

 
  機関の長   宛 

 

                    研究代表者 

                    所   属 

                    職・氏 名              印 

 

 

１ 研 究 題 目 

 

 

２ 研究経過及び成果の概要 

 

 

３ 研 究 期 間 平成  年  月  日から平成  年  月  日までの間 

 

 

４ 共 同 研 究 の 相 手 方 

 

 

５ その他参考となる事項 

 

 


